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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）両性界面活性剤、硫酸エステル型アニオン性界面活性剤及びＮ－アシルアミノ酸
型アニオン性界面活性剤から選ばれる界面活性剤、並びに（Ｂ）下記一般式（１）で表わ
される単量体単位７０～９５モル％と、下記一般式（２）で表わされる単量体単位５～３
０モル％とを、構成単位として含むアクリル酸系ポリマーを含有し、（Ａ）成分の配合量
は５～２５質量％であり、（Ｂ）成分の配合量は０．２～５質量％であり、（Ａ）／（Ｂ
）で表される質量比が０．１～５０．０であることを特徴とする毛髪洗浄剤。
【化１】

（式中、Ｒ1は水素原子又はメチル基を示し、Ｒ2は水素原子又は－ＣＨ2ＯＨ基を示し、
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Ａは酸素原子又は－ＮＨ－を示す。）
【化２】

（式中、Ｒ3は水素原子又はメチル基を示し、Ｍは水素原子、アルカリ金属原子、アンモ
ニウム又はアミンを示す。）
【請求項２】
　（Ａ）両性界面活性剤がカルボキシベタイン型両性界面活性剤である請求項１記載の毛
髪洗浄剤。
【請求項３】
　（Ｂ）アクリル酸系ポリマーの重量平均分子量が３，０００～１００，０００である請
求項１又は２項記載の毛髪洗浄剤。
【請求項４】
　フォーマー容器と、このフォーマー容器に充填されてなる請求項１～３のいずれか１項
記載の毛髪洗浄剤とからなる毛髪洗浄剤製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、泡質が優れる毛髪洗浄剤及び洗浄剤製品に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　化粧料においては、シャンプーや洗顔料、ボディソープ等のすすぎ流すタイプの化粧料
では、頭髪や肌に塗布し泡立てた時にキメが細かく、保形性があり、消泡しにくい豊かな
泡質が望まれ、一方、ヘアフォーム剤のようなすすぎ流さないタイプの化粧料では、容器
より吐出した時にキメ細かく、保形性があり、頭髪等になじませる時に速やかに消泡する
等の各製品タイプに適した良好な泡質が求められている。
【０００３】
　さらに、毛髪化粧料においては、染毛処理した毛髪が洗髪によって褪色するため、褪色
を抑えて染毛後の髪色が持続する毛髪化粧料が求められている。これに対して、特殊な界
面活性剤を使用した毛髪化粧料（特許文献１：特開平７－２３３０３３号公報、特許文献
２：特開２００２－２７５０３８号公報参照）が提案されている。しかしながら、褪色防
止効果が不十分であったり、泡質が低下したりするという問題があった。以上のことから
、褪色防止効果に優れ、泡質が良好な毛髪化粧料が望まれていた。
【０００４】
　また、皮膚化粧料においては、洗浄後の肌では角質層の成分溶出によって冬季等の乾燥
した環境下で、肘や腕、脛等が白くカサカサした状態（白化）になることがある。以上の
ことから、このような皮膚の白化を防ぎ、泡質が良好な皮膚化粧料が望まれていた。
【０００５】
【特許文献１】特開平７－２３３０３３号公報
【特許文献２】特開２００２－２７５０３８号公報
【特許文献３】特開２００７－１６１９８６号公報
【特許文献４】特開平７－３１５４６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　本発明は上記事情に鑑みなされたもので、泡質が優れる毛髪洗浄剤及び洗浄剤製品を提
供することを目的とする。さらに、毛髪洗浄剤の場合は毛髪の褪色防止効果に優れ、皮膚
洗浄剤の場合は皮膚の白化防止効果に優れるものを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者は、上記目的を達成するため鋭意検討した結果、（Ａ）両性界面活性剤又はア
ニオン性界面活性剤と、特定の（Ｂ）アクリル酸系ポリマーとを併用し、（Ａ）／（Ｂ）
で表される質量比を０．１～５０．０にすることにより、泡質が向上し、さらに、毛髪化
粧料の場合は毛髪の褪色防止効果に優れ、皮膚化粧料の場合は皮膚の白化防止効果に優れ
ることを知見し、本発明をなすに至ったものである。
【０００８】
　従って、本発明は、
［１］．（Ａ）両性界面活性剤、硫酸エステル型アニオン性界面活性剤及びＮ－アシルア
ミノ酸型アニオン性界面活性剤から選ばれる界面活性剤、並びに（Ｂ）下記一般式（１）
で表わされる単量体単位７０～９５モル％と、下記一般式（２）で表わされる単量体単位
５～３０モル％とを、構成単位として含むアクリル酸系ポリマーを含有し、（Ａ）成分の
配合量は５～２５質量％であり、（Ｂ）成分の配合量は０．２～５質量％であり、（Ａ）
／（Ｂ）で表される質量比が０．１～５０．０であることを特徴とする毛髪洗浄剤、
【化１】

（式中、Ｒ1は水素原子又はメチル基を示し、Ｒ2は水素原子又は－ＣＨ2ＯＨ基を示し、
Ａは酸素原子又は－ＮＨ－を示す。）
【化２】

（式中、Ｒ3は水素原子又はメチル基を示し、Ｍは水素原子、アルカリ金属原子、アンモ
ニウム又はアミンを示す。）
［２］．（Ａ）両性界面活性剤がカルボキシベタイン型両性界面活性剤である請求項［１
］記載の毛髪洗浄剤、
［３］．（Ｂ）アクリル酸系ポリマーの重量平均分子量が３，０００～１００，０００で
ある［１］又は［２］記載の毛髪洗浄剤、
［４］．フォーマー容器と、このフォーマー容器に充填されてなる［１］～［３］のいず
れかに記載の毛髪洗浄剤とからなる毛髪洗浄剤製品を提供する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、化粧料の泡質を向上させ、さらに、毛髪の褪色防止効果に優れる毛髪
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明の化粧料は、（Ａ）両性界面活性剤又はアニオン性界面活性剤、及び（Ｂ）一般
式（１）で表わされる単量体単位７０～９５モル％と、一般式（２）で表わされる単量体
単位５～３０モル％とを、構成単位として含むアクリル酸系ポリマーを含有し、（Ａ）／
（Ｂ）で表される質量比が０．１～５０．０である化粧料である。
【００１１】
（Ａ）両性界面活性剤又はアニオン性界面活性剤
　両性界面活性剤としては、ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン、ラウリン酸アミドプ
ロピルベタイン、ラウリルジメチルアミノ酢酸ベタイン等のカルボキシベタイン型両性界
面活性剤、ラウリルヒドロキシスルホベタイン等のスルホベタイン型、ラウリルアミノプ
ロピオン酸等のアミノカルボン酸型、２－アルキル－Ｎ－カルボキシメチル－Ｎ－ヒドロ
キシエチルイミダゾリニウムベタイン、Ｎ－ヤシ油脂肪酸アシル－Ｎ’－カルボキシエチ
ル－Ｎ’－ヒドロキシエチルエチレンジアミン塩等のイミダゾリニウムベタイン型、レシ
チン等が挙げられる。これらは１種単独で又は２種以上を適宜組み合わせて用いることが
できる。
【００１２】
　アニオン性界面活性剤としては、アルキル（好適には炭素数１０～１６）硫酸塩、ポリ
オキシエチレンアルキル（好適には炭素数１０～１６）エーテル硫酸塩等の硫酸エステル
型アニオン性界面活性剤、α－オレフィンスルホン酸塩、Ｎ－アシル－Ｎ－メチルタウリ
ン塩、スルホコハク酸アルキル塩等のスルホン酸型、Ｎ－アシル－Ｎ－メチルグリシン塩
、Ｎ－アシル－Ｎ－メチル－β－アラニン塩（Ｎ－ラウロイル－Ｎ－メチル－βアラニン
塩等）、Ｎ－アシルグルタミン酸塩（Ｎ－ヤシ油脂肪酸アシル－Ｌ－グルタミン酸塩等）
等のＮ－アシル（好適には炭素数１０～１８）アミノ酸型アニオン性界面活性剤、アルキ
ルリン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテルリン酸塩等のリン酸エステル型等が挙
げられる。
【００１３】
　これらの界面活性剤の塩に使用される対イオンとしては、ナトリウム塩、カリウム塩等
のアルカリ金属塩、アンモニウム塩、トリエタノールアミン塩、アミノメチルプロパノー
ル塩等のアミン塩が挙げられる。
【００１４】
　（Ａ）成分としては、カルボキシベタイン型両性界面活性剤、硫酸エステル型アニオン
性界面活性剤及びＮ－アシルアミノ酸型アニオン性界面活性剤から選ばれる界面活性剤が
好ましい。
【００１５】
　（Ａ）成分の配合量は特に限定されるものではないが、化粧料中、通常０．０１質量％
以上であり、０．１～５０質量％が好ましく、０．２～２５質量％がより好ましい。配合
量が０．０１質量％未満の場合は、目的の効果が得られないおそれがある。なお、すすぎ
流すタイプの毛髪化粧料の場合は、５～２０質量％がさらに好ましく、すすぎ流さないタ
イプの毛髪化粧料の場合は０．２～１質量％がさらに好ましく、皮膚化粧料の場合は、０
．２～１０質量％がさらに好ましい。
【００１６】
（Ｂ）アクリル酸系ポリマー
　一般式（１）で表わされる単量体単位７０～９５モル％と、一般式（２）で表わされる
単量体単位５～３０モル％とを、構成単位として含む共重合体からなるアクリル酸系ポリ
マーであり、１種単独で又は２種以上を適宜組み合わせて用いることができる。
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【化３】

（式中、Ｒ1は水素原子又はメチル基を示し、Ｒ2は水素原子又は－ＣＨ2ＯＨ基を示し、
Ａは酸素原子又は－ＮＨ－を示す。）
【化４】

（式中、Ｒ3は水素原子又はメチル基を示し、Ｍは水素原子、アルカリ金属原子、アンモ
ニウム又はアミンを示す。）
【００１７】
　アルカリ金属原子としては、ナトリウム原子、カリウム原子、アミンとしては、モノエ
タノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン等が挙げられ、なお、Ｍが
アルカリ金属原子、アンモニウム又はアミンの場合、－ＣＯＯＭは塩を形成する。
【００１８】
　一般式（１）で表わされる単量体単位に相当する単量体としては、例えば、２－ヒドロ
キシエチルアクリレート、２－ヒドロキシエチルメタクリレート、２－ヒドロキシエチル
アクリルアミド、２－ヒドロキシエチルメタクリルアミド、２，３－ジヒドロキシプロピ
ルアクリレート、２，３－ジヒドロキシプロピルメタクリレート等が挙げられる。一般式
（２）で表わされる単量体単位に相当する単量体としては、アクリル酸、メタクリル酸及
びそれらの塩が挙げられる。
【００１９】
　一般式（１）で表わされる単量体単位の割合は、アクリル酸系ポリマー中（全単量体単
位１００モル％中）７０～９５モル％であり、７５～８５モル％が好ましく、一般式（２
）で表わされる単量体単位の割合は、アクリル酸系ポリマー中（全単量体単位１００モル
％中）５～３０モル％であり、１０～２０モル％が好ましい。一般式（１）で表わされる
単量体単位の割合が７０モル％未満、一般式（２）で表わされる単量体単位の割合が３０
モル％を超えると、目的の効果が得られず、一般式（１）で表わされる単量体単位の割合
が９５モル％を超え、一般式（２）で表わされる単量体単位の割合が５モル％未満だと、
泡質改善効果が得られない。
【００２０】
　また、本発明のアクリル酸系ポリマー中には、本発明の効果を損なわない限り、上記一
般式（１）又は（２）で表される単量体単位以外の単量体単位を含むことができる。他の
単量体単位としては、例えば、ノニオン性単量体、両性単量体、半極性単量体、カチオン
性単量体、ポリシロキサン基含有単量体に相当する単量体単位が挙げられる。但し、これ
らの単量体には、上記（１）又は（２）で表される単量体単位に相当する単量体は含まな
いものとする。一般式（１）又は（２）で表される単量体単位以外の単量体単位の割合は
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、アクリル酸系ポリマー中０～１５モル％が好ましい。本発明のアクリル酸系ポリマーは
、ランダム共重合体でもブロック共重合体でもよく、本発明のアクリル酸系ポリマーとし
ては、一般式（１）及び（２）で表される単量体単位を構成単位とする共重合体からなる
アクリル酸系ポリマーが好ましい。
【００２１】
　ノニオン性単量体としては、例えば、炭素数１～２２のアルコールと（メタ）アクリル
酸とのエステルや、炭素数１～２２のアルキルアミンと（メタ）アクリル酸とのアミド、
エチレングリコール、１，３－プロピレングリコール等と（メタ）アクリル酸とのモノエ
ステル、さらにはこのモノエステルの水酸基がメタノールやエタノール等でエーテル化さ
れたエステル、（メタ）アクロイルモルホリン等が挙げられ、両性単量体としては例えば
、ベタイン基含有（メタ）アクリルエステル、ベタイン基含有（メタ）アクリルアミド等
が挙げられ、半極性単量体としては、例えば、アミンオキシド基含有（メタ）アクリルエ
ステル、アミンオキシド基含有（メタ）アクリルアミド等が挙げられ、カチオン性単量体
としては、例えば、４級アンモニウム基含有（メタ）アクリルエステル、４級アンモニウ
ム基含有（メタ）アクリルアミド等が挙げられる。
【００２２】
　ポリシロキサン基含有単量体は、ポリシロキサン構造を有し、アクリル酸系ポリマーに
共有結合で連結できる構造を有する化合物である。このような構成単位は、化粧料組成物
中で通常併用されるシリコーン油との親和性が高く、アクリル酸系ポリマー中の他の構成
単位とシリコーン油とを結びつける働きをし、肌や毛髪、特にダメージ毛等に対してシリ
コーン油の吸着力を高める働きがあると考えられる。
【００２３】
　なお、アクリル酸系ポリマー中の各単量体単位の割合は、カルボニル基、アミド結合、
ポリシロキサン構造や各種官能基等のＩＲ吸収や、ポリジメチルシロキサンのメチル基や
アミド結合部位及びそれらに隣接するメチル基、メチレン基等の1Ｈ－ＮＭＲ、あるいは
それらの13Ｃ－ＮＭＲ等により測定することができる。
【００２４】
　アクリル酸系ポリマーの重量平均分子量は、通常３，０００～１，０００，０００であ
る。３，０００未満ではコンディショニング効果が弱くなるおそれがあり、１，０００，
０００を超えると接着感が生じるおそれがある。重量平均分子量の下限は１０，０００以
上が好ましく、乾燥後のなめらかさをより高める点から、重量平均分子量の上限は４００
，０００以下が好ましく、２００，０００以下がより好ましく、１００，０００以下がさ
らに好ましく、５０，０００以下が特に好ましい。
【００２５】
　アクリル酸系ポリマーの重量平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー
で測定することができ、具体的には、装置：東ソー株式会社製、ＳＣ８０１０，ＳＤ８０
２２，ＲＩ８０２０，ＣＯ８０１１，ＰＳ８０１０、カラム：和光純薬工業株式会社　Ｗ
ａｋｏｐａｋ（Ｗａｋｏｂｅａｄｓ　Ｇ－５０）、展開溶媒：水／メタノール／酢酸／酢
酸ナトリウム＝６／４／０．３／０．４１）を用いて、ポリエチレングリコールを標準物
質として求めることができる。
【００２６】
　アクリル酸系ポリマーの分子量の調整は、例えば、ポリマーの重合度を制御することに
よって行うことができる。また多官能アクリレート等の架橋剤の添加量を増減することに
よっても分子量及び粘度が制御できる。但し、架橋剤は少しでも添加しすぎると分子量及
び粘度が急激に増大してしまう等、工業的に製造する上では制御が困難な面がある。この
ため架橋剤は含まないことが好ましい。
【００２７】
　本発明のアクリル酸系ポリマーは、特開２００７－１６１９８６号公報に記載された方
法に準拠して得ることができる。例えば、それぞれの構成単位を与える単量体又はその前
駆体を混合し、溶液重合、懸濁重合、乳化重合等の方法により共重合させた後、必要に応
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じてポリシロキサン構造の付加、縮合反応等を行うことにより製造することができる。ま
た、一般式（２）で表わされるアニオン性単量体の対イオンは、重合する前に中和反応に
より一部又は全部を水素イオン以外のものに代えて重合に供することもでき、あるいは重
合やその他の反応の後に中和反応により一部又は全部を水素イオン以外のものに代えるこ
ともできる。これらはその合成のし易さにより適宜選択して行うことができる。なお、各
単量体は全単量体の合計量（１００モル％）に対して、各単量体が特定モル割合になるよ
うに配合する。本発明の共重合体における各単量体からなる構成単位の割合は、共重合す
る際の各単量体の配合量と同様である。
【００２８】
　重合反応は親水性溶媒中で行うのが好ましい。親水性溶媒としては、アセトン、メチル
エチルケトン、メチルイソブチルケトン等のケトン系溶媒、メタノール、エタノール、ｎ
－プロパノール、ｉ－プロパノール、ｎ－ブタノール、ｉ－ブタノール、ｓｅｃ－ブタノ
ール等のアルコール系溶媒、水等が挙げられる。これらは単独で用いても２種以上を併用
してもよい。なかでもアルコール系溶媒を用いることが好ましい。
【００２９】
　重合開始剤としては、２，２’－アゾビスイソブチロニトリル、２，２’－アゾビス（
２，４－ジメチルバレロニトリル）、２，２’－アゾビス（４－メトキシ－２，４－ジメ
チルバレロニトリル）、ジメチル－２，２’－アゾビスイソブチレート、２，２’－アゾ
ビス（２－メチルブチロニトリル）、１，１’－アゾビス（１－シクロヘキサンカルボニ
トリル）、２，２’－アゾビス（２－メチル－Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）－プロピオ
ンアミド）、２，２’－アゾビス（２－アミジノプロパン）二塩酸塩、ジメチル２，２’
－アゾビス（２－メチルプロピオネイト）等のアゾ化合物、ベンゾイルパーオキシド、ジ
クミルパーオキシド、ジ－ｔ－ブチルパーオキシド、ラウロイルパーオキシド等の過酸化
物、過硫酸塩、又はそのレドックス系等、特に限定することなく用いることができる。重
合開始剤は全単量体に対して、０．０１～５質量％の範囲で用いることが好ましい。
【００３０】
　重合反応は、例えば、窒素やアルゴン等の不活性ガス雰囲気下で、好ましくは３０～１
２０℃、より好ましくは４０～１００℃で、通常１～３０時間行うことができる。重合終
了後は、生成した共重合体を、溶媒留去、貧溶媒の添加等適宜の手段で反応液から単離す
るとよい。この共重合体はそのまま、又はさらに精製して、例えば化粧料の製造に用いる
ことができる。精製は再沈澱、溶媒洗浄、膜分離等、適宜の手段を必要に応じて組み合わ
せて行うことができる。
【００３１】
　（Ｂ）成分の配合量は特に限定されるものではないが、化粧料中、通常０．０１質量％
以上であり、０．１～１０質量％が好ましく、０．２～５質量％がより好ましい。配合量
が０．０１質量％未満の場合は、目的の効果が得られないおそれがある。
【００３２】
　本発明において、（Ａ）／（Ｂ）で表される（Ａ）成分と（Ｂ）成分の質量比は、目的
の効果を得るためには０．１～５０．０の範囲にあることが必要であり、０．１～３５．
０が好ましい。（Ａ）／（Ｂ）が０．１未満では、好ましい泡質が得られず、５０．０を
超えると泡質向上効果が十分に得られなくなると共に、毛髪の褪色防止効果や肌の白化抑
制効果が得られなくなる。なお、洗い流すタイプの毛髪化粧料の場合は１．０～３５．０
がより好ましく、洗い流さないタイプの毛髪化粧料の場合は０．１～１．０がより好まし
く、皮膚化粧料の場合は５．０～３５．０がより好ましい。
【００３３】
　本発明の化粧料には、上記成分に加えて、目的に応じて本発明の効果を損なわない範囲
で、カチオン性界面活性剤、ノニオン性界面活性剤、半極性界面活性剤、（Ｂ）成分以外
の高分子化合物、多価アルコール、高級アルコール、シリコーン類、低級アルコール、長
鎖脂肪酸、エステル油、増粘剤、香料、紫外線吸収剤、微粒子粉末、植物抽出物、タンパ
ク質及びその誘導体、アミノ酸、防腐剤、着色剤、ｐＨ調整剤、酸化防止剤、キレート剤
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、精製水等を配合することができる。
【００３４】
　本発明の化粧料に香料を配合する場合、使用される香料は、特開２００３－９５８９５
号公報に記載した香料、香料組成物に準じ、香料組成物を配合する場合、化粧料中に香料
組成物が０．００００１～５０質量％となるように配合すると好適であり、より好ましく
は０．０００１～３０質量％配合される。
【００３５】
　化粧料としては、毛髪又は皮膚化粧料が挙げられ、洗い流すタイプの毛髪化粧料として
は、シャンプー、リンスインシャンプー、プレシャンプー剤等の毛髪洗浄剤、洗い流すタ
イプのトリートメント、リンス、コンディショナー等が挙げられ、洗い流さないタイプの
毛髪化粧料としては、洗い流さないトリートメント、スタイリング剤等が挙げられる。こ
のような化粧料としては、フォーマー容器に充填され、泡状に吐出させて用いられるフォ
ーム剤とすることができる。フォーマー容器としては、ノンガス型の泡吐出容器、噴射剤
と耐圧容器を使用したエアゾール容器が挙げられるが、ノンガス型の泡吐出容器が好まし
い。ノンガス型の泡吐出容器としては、化粧料を空気と混合して発泡状態で吐出できるも
のであれば特に限定されず、例えば、ボトル胴部を手で圧搾することによって泡を吐出で
きるスクイズフォーマー容器、ノズル部を押し下げることによって泡を吐出できるポンプ
フォーマー容器等が挙げられ、目的に応じて適宜選択することができる。皮膚化粧料とし
ては、ボディソープ、洗顔料等が挙げられる。
【００３６】
　本発明の化粧料は、常法に基づき調製することができ、例えば、上記（Ａ）成分、（Ｂ
）成分、任意成分及び水（残部）を混合して得ることができる。得られた化粧料は、適宜
容器に充填することができる。
【００３７】
　本発明の毛髪化粧料のｐＨは３～７が好ましく、皮膚化粧料のｐＨは４～１１が好まし
い。好ましいｐＨ調整剤としては、水酸化ナトリウム、ピロリン酸ナトリウム等の無機酸
塩、グリコール酸、クエン酸等の有機酸が挙げられる。本発明において、ｐＨの測定は、
東亜電波工業製ＨＭ－２５Ｒ型ｐＨメーターを用いて、２５℃で行う。
【００３８】
　本発明の化粧料は、特に毛髪化粧料においては、染毛処理した毛髪の褪色防止効果を有
するため、染毛処理した毛髪用として好適である。
【実施例】
【００３９】
　以下、実施例及び比較例を示し、本発明を具体的に説明するが、本発明は下記の実施例
に制限されるものではない。なお、下記の例において特に明記のない場合は、組成の「％
」は質量％、比率は質量比を示し、表中の各成分の量は特記がない場合は、純分換算した
量である。
【００４０】
　　［ポリマー（１）の調製例］
　還流冷却器、滴下ロート、温度計、窒素ガス導入管及び撹拌装置を備えた反応器にエタ
ノール１００質量部を仕込み、滴下ロートに２－ヒドロキシエチルアクリルアミド９６．
８質量部、アクリル酸３．２質量部、及びエタノール８０質量部からなる単量体混合液を
仕込み、反応器を窒素置換したのち８０℃まで加熱した。反応器に、ジメチル２，２’－
アゾビス（２－メチルプロピオネイト）（Ｖ－６０１；和光純薬工業（株）製）１質量部
を投入後、単量体混合液を２時間かけて滴下した。滴下終了後から６時間反応させたのち
冷却し、ポリマー（１）を得た。
【００４１】
　　［ポリマー（２）～（７）の調製例］
　表１に記載の構成単位となるように単量体及びその配合量を調整する以外は、ポリマー
（１）の調製法と同様にしてポリマー（２）～（７）を調製した。重量平均分子量は、装
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置：東ソー株式会社製、ＳＣ８０１０，ＳＤ８０２２，ＲＩ８０２０，ＣＯ８０１１，Ｐ
Ｓ８０１０、カラム：和光純薬工業株式会社　Ｗａｋｏｐａｋ（Ｗａｋｏｂｅａｄｓ　Ｇ
－５０）、展開溶媒：水／メタノール／酢酸／酢酸ナトリウム＝６／４／０．３／０．４
１）を用いて、ポリエチレングリコールを標準物質として求めた。
【００４２】
【表１】

ＨＥＡＡ：２－ヒドロキシエチルアクリルアミド
ＧＬＭ：２，３－ジヒドロキシプロピルメタクリレート
ＡＡ：アクリル酸
ＭＡ：メタクリル酸
【００４３】
　　［実施例１～１５、比較例１～９］
　表２～４に示す組成に従い、常法に準じて毛髪洗浄剤を調製した。各毛髪洗浄剤につい
て下記評価を行った。結果を表２～４に併記する。なお、ｐＨ調整は東亜電波工業製ＨＭ
－２５Ｒ型ｐＨメーターを用いて２５℃で行った。
【００４４】
<褪色防止効果>
　長さ１０ｃｍ、質量１ｇの黒色毛束を１０倍質量の組成１で示したモデルブリーチ溶液
中に室温で３０分間浸漬した。その後、温水で十分に洗浄し、乾燥した。さらに、市販染
毛剤（ビューティラボヘアカラー（スタイリッシュブラウン）；ホーユー（株）製）を毛
束質量と同量塗布し、ラップに包んで室温で３０分間処理した。次いで、毛束質量の１／
１０質量の１０％ＰＯＥ（２）ラウリルエーテル硫酸ナトリウムを塗布し、１分間櫛通し
した後、温水で１分間すすぎ流し、乾燥したものを評価用毛束とした。この毛束の色調を
日本電色工業社製色差計ＳＥ２０００にて測定し、初期値とした。
　評価用毛束を水で濡らし、これに試料毛髪洗浄剤０．１ｇを塗布し、１分間くし通しし
て毛束全体に手早くなじませた。その後、温水で１分間すすぎ流し、乾燥した。この処理
を３０回繰り返した後、毛束の色調を再度色差計にて測定し、初期値との色差（ΔＥ＊）
を求めた。なお、この値と目視による印象とは次のような関係である。
ΔＥ＊が０以上１．６未満：色の変化がほとんどない
ΔＥ＊が１．６以上２．５未満：色の変化がわずかにある
ΔＥ＊が２．５以上：色の変化がある
（組成１）モデルブリーチ溶液
過酸化水素　　　　　　　　　　　６％
アンモニア　　　　　　　　　　　２％
水酸化ナトリウム　　　　　　ｐＨ１０．５に調整
精製水　　　　　　　　　　　　　　残部　　　　
合計　　　　　　　　　　　　１００％
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<泡質評価>
　試料毛髪洗浄剤を精製水で１０質量倍に希釈し（洗髪時の希釈倍率に相当）、この液に
ついて非エアゾールフォーマーポンプ（特開平７－３１５４６３号公報記載の図１の泡放
出用ポンプ容器）を用いて泡立て、その泡を手に取り、その泡の「キメ」と「泡のかたさ
」について、以下評価基準に基づき官能評価した。結果を評価者５名の評価の平均値で示
す。
［評価基準］
５点：良好な泡質
４点：やや良好な泡質
３点：やや不良な泡質
２点：不良な泡質
１点：泡にならない
【００４６】

【表２】

【００４７】
【表３】

【００４８】
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【表４】

【００４９】
　　［実施例１６～２６］
　表５，６に示す組成に従い、下記調製方法でシャンプー組成物を調製した。各シャンプ
ー組成物について、褪色防止効果は実施例１と同様に実施し、泡質評価は下記評価にて実
施した。結果を表５，６に併記する。
表５：各成分を撹拌混合し、最後にグリコール酸又はクエン酸を用いてｐＨ調整を行い、
シャンプー組成物を調製した。
表６：（ａ）成分を８０℃に加温しよく撹拌した状態で、同じく８０℃に加温した精製水
を撹拌しながら徐々に添加した。このときの精製水の添加量は組成物全量の２５％に当た
る量とした。この混合溶液を撹拌しながら５０℃まで冷却した。別に、残りの成分を混合
しておき、両方の液を撹拌しながら混合し、シャンプー組成物を調製した。
【００５０】
<泡質評価>
　シャンプー組成物を用いて（量は毛髪量に合わせて適宜選定する）、通常の洗髪を行い
、泡の「キメ」と「泡のかたさ」について、以下評価基準に基づき官能評価した。結果を
評価者５名の評価の平均値で示す。
［評価基準］
５点：良好な泡質
４点：やや良好な泡質
３点：やや不良な泡質
２点：不良な泡質
１点：泡にならない
【００５１】
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【表５】

【００５２】



(13) JP 5509533 B2 2014.6.4

10

20

30

40

50

【表６】

【００５３】
　　［比較例１０～１２］
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　表７に示す組成に従って、常法に準じてトリートメントフォーム剤を調製し、非エアゾ
ールフォーマーポンプ（特開平７－３１５４６３号公報記載の図１の泡放出用ポンプ容器
）に充填した。各トリートメントフォーム剤について、下記評価を行った。結果を表７に
併記する。
【００５４】
<褪色防止効果>
　評価用毛束の調製及び初期値の測定は、実施例１と同様に行った。評価用毛束に試料ト
リートメントフォーム剤０．５ｇを塗布し、１分間くし通しして毛束全体に手早くなじま
せ、その後ドライヤーで乾燥した。乾燥から２時間後に毛束を温水で濡らし、１０％ＰＯ
Ｅ（２）ラウリルエーテル硫酸ナトリウム０．１ｇを塗布し、１分間くし通しした後、温
水で１分間すすぎ流し、乾燥した。この試料トリートメントフォーム剤塗布→乾燥→洗浄
処理を３０回繰り返した後、毛束の色調を再度色差計にて測定し、初期値との色差（ΔＥ
＊）を求めた。なお、この値と目視による印象とは次のような関係である。
ΔＥ＊が０以上１．６未満：色の変化がほとんどない
ΔＥ＊が１．６以上２．５未満：色の変化がわずかにある
ΔＥ＊が２．５以上：色の変化がある
<泡質評価>
　非エアゾールフォーマーポンプから、トリートメントフォーム剤３ｇを泡状に吐出させ
、泡の「キメ」と「泡のかたさ」について、以下評価基準に基づき官能評価した。結果を
評価者５名の評価の平均値で示す。
［評価基準］
５点：良好な泡質
４点：やや良好な泡質
３点：やや不良な泡質
２点：不良な泡質
１点：泡にならない
【００５５】
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【表７】

【００５６】
　　［参考例１、比較例１３］
　表８に示す組成に従って、常法に準じて皮膚洗浄剤を調製した。得られた皮膚洗浄剤を
特開平７－３１５４６３号公報記載の非エアゾールフォーマーポンプ容器に充填した。各
皮膚洗浄剤について、下記評価を実施した。結果を表８に併記する。
【００５７】
<肌の白化抑制効果>
　非エアゾールフォーマーポンプから、皮膚洗浄剤６ｇを泡状に吐出させ、手首付近から
肘の上部まで洗浄した。タオルで押さえるように水分を拭取った後、室温２３℃、相対湿
度４０％の環境下で安静にし、１時間後の肘及び前腕部の肌の白化状態を下記の基準で評
価した。なお、評価は冬季に腕が白くなりやすい評価者５名にて行い、結果を評価者５名
の評価の平均値で示す。
［評価基準］
５点：全く白化がみられない
４点：ほとんど白化がみられない
３点：わずかに白化がみられる
２点：かなり白化がみられる
１点：激しい白化がみられる
【００５８】
<泡質評価>
　泡質評価は比較例１０と同様に行なった。
【００５９】
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【表８】

【００６０】
　上記例で使用した原料を下記に示す。
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【表９】
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